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サステナビリティへの取組強化について 

 

ＳＯＭＰＯホールディングス株式会社（グループＣＥＯ執行役社長：櫻田 謙悟、以下「ＳＯＭＰＯ 

ホールディングス」)は、気候変動や生物多様性の喪失といった地球環境問題や人間尊重に関わる 

グループの取組みをより一層進め、ステークホルダーとのパートナーシップにより持続可能な社会の 

実現に貢献するために、サステナビリティへの取組みを強化します。 

 

１．サステナビリティ推進体制の強化 

 ＳＯＭＰＯグループは、「安心・安全・健康に資する最高品質の商品・サービスを提供し、社会に貢献

する」ことを経営理念とし、ステークホルダーと積極的に関わりながら、気候変動や生物多様性の喪失

等の地球環境問題、人権やダイバーシティ、地域社会への配慮などを自らの事業プロセスに積極的に組

み込むことを掲げる「グループＣＳＲビジョン」を定めています。 

 国際社会がＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）や２０１５年に採択されたパリ協定等によって、持続可

能な社会の実現を目指す中、ＳＯＭＰＯホールディングスは２０２０年４月に、従来のグループＣＳＲ

推進本部会議を、グループＣＯＯを議長とする「サステナビリティ・ＣＳＲ協議会」へ組織改編し、 

サステナビリティに関するグループの推進体制を強化しました。 

 

２．ステークホルダーとの対話を活かした事業運営 

ＳＯＭＰＯグループは、長年にわたり市民社会、地域社会、行政、他企業等とのパートナーシップに

より、社会的課題の解決に取り組んできました。「サステナビリティ・ＣＳＲ協議会」の傘下に設置した

「ＥＳＧ／サステナビリティ」、「ＣＳＲ推進」の２つのワーキンググループでは、市民社会（ＮＧＯ等）、

専門家、有識者等との対話を実施し、気候変動や生物多様性等の地球環境問題や人権保護等に対するス

テークホルダーからの期待や要請を的確に把握し、保険引受・投融資を含む各事業の運営に活かしてい

きます。 

 

３．気候変動や生物多様性などの地球環境問題やレジリエントな社会の実現に向けた取組強化 

気候変動や生物多様性の喪失といった地球環境問題は、私たちの生活基盤に大きな影響を与える課題

であり、多様なステークホルダーによる取組みを進め解決を図っていく必要があります。また、安心・

安全・健康に暮らせる社会の実現にあたっては、社会システムやインフラ等のレジリエンスを高めてい

くことも不可欠と考えています。 

ＳＯＭＰＯグループは、取引先、投資先、地域社会、市民社会との対話や協働といったパートナー 

シップにより課題解決に向けた対策を講じるとともに、グループが有するノウハウ等を活用し、レジリ

エントな社会の実現を目指します。 

 



（１）気候変動に対する取組み 

パリ協定以降、ＣＯ２等の温室効果ガスの排出を削減し脱炭素社会を目指す取組みが加速していま

す。そのなかでも石炭火力発電は、他の発電方式に比べて温室効果ガスの排出量が多く、その新規開

発を抑え、再生可能エネルギーなどの環境負荷の小さいエネルギーにシフトさせていく必要性を訴え

る声が高まっています。 

このような状況を踏まえ、ＳＯＭＰＯホールディングス傘下の損害保険ジャパン株式会社（取締役

社長：西澤 敬二、以下「損保ジャパン」）は、太陽光や風力等の再生可能エネルギー事業に対する保険

商品・関連サービスの提供を継続し、ＣＯ２削減に取り組む企業のイノベーションを積極的にサポー

トするとともに、スマート社会の構築や防災レジリエンスを高める施策にも積極的に取り組んでいき

ます。 

また、すでに保険引受・投融資を行うことを表明している案件を除き、日本国内の石炭火力発電所

の新規建設に関する保険引受・投融資は原則として行いません。ただし、エネルギー政策等を踏まえ

た一定以上の発電効率を有する設備については、温室効果ガスの排出削減等の環境負荷軽減対策や代

替手段の有無等を確認のうえ、慎重に検討し対応する場合があります。 

 

（２）生物多様性の保全に向けた取組み 

２０２０年は「国連生物多様性の１０年の最終年」として２０１０年に採択された「愛知目標」※１

を将来に受け継いでいく節目の年となります。ＳＯＭＰＯグループは世界において生物多様性が失わ

れつつあるとの危機感と、その喪失が人間の営みに大きな影響を与えることを再認識し、自然共生社

会の構築を通じた持続可能な社会の実現を目指します。 

損保ジャパンでは、地域における保全活動の支援、環境人材育成といった従来の取組みに加え、ラ

ムサール条約※２やＵＮＥＳＣＯ世界遺産条約に登録された自然環境の保護・保全状況の把握に努め、

対話・協議を通じて取引先・投資先等へ適切な対応を促していきます。 

※１ ２０１０年に愛知県で開催された国際会合「生物多様性条約第１０回締約国会議（ＣＯＰ１０）」で採

択された２０２０年までの生物多様性戦略計画。 

※２ １９７１年にイランのラムサールで開催された国際会議において採択された、国際的に重要な湿地お

よびそこに生息・生育する動植物の保全を目的とした国際条約。 

 

４．人権尊重に向けた取組強化 

昨今の新型コロナウイルスの感染拡大は、リモート社会やサプライチェーンの再構築等、人々の価値

観や社会システムを大きく変革し、社会の分断や低成長の常態化等を伴って脆弱な立場に置かれる人々

により大きな影響を及ぼす可能性があります。 

ＳＯＭＰＯグループは、誰一人取り残さない人間中心の社会の実現に向け、お客さま、取引先をはじ

め、事業活動に関連するすべてのステークホルダーの人権に配慮し、人権侵害の危険性を回避、防止す

るために、ステークホルダーとの対話を強化します。 

取引先等に対しては、国際的な行動規範に基づく人権の尊重を期待するとともに、万一、人権への負

の影響が生じる可能性を把握した場合には、対話・協議を行うなど、適切な対応を促していきます。 

  



５．今後について 

ＳＯＭＰＯグループは、未来に向けた対話を通じてステークホルダーと積極的に関わりあいながら、

さまざまな社会的課題への配慮を事業プロセスに積極的に組み込み、人々が安心・安全・健康に暮らす

ことができるレジリエントで持続可能な社会を目指していきます。 

以上 

 

 

 


